
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平成２４年１０月２
３日条例第６８号）、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ
ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」（平成２４年１０月２３
日条例第６９号）

パナソニック エイジフリー株式会社

代表取締役 坂口 哲也 1998 6 19

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地
06-6906-7269

パナソニック エイジフリーショップ松戸中央

松戸市岩瀬632‐2

千葉県指定
1271204701

茅野 裕介

松戸市、流山市、柏市、市川市、鎌ヶ谷市

私たちは、高齢者とそのご家族に、こころに届く最適なサービスを提供し、「ゆとり
と笑顔のある暮らし」の実現をお手伝いすることで社会に貢献します。

要介護状態となった利用者様が可能な限り居宅において、自立した生活を営むことが
出来るよう、心身状況、希望、環境を踏まえ、適切な用具の選定援助、取付、調整等
を行い、貸与することにより利用者の生活上便宜・機能訓練、介護者の負担軽減を図
ります。

月～土曜日※休業日：祝日、8/12～16、12/29～1/4

午前8：45～午後5：45
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通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は請求しない。

福祉用具の搬入出に特別な措置が必要な場合（階段やエレベーターでの搬入出が困難
でクレーンを使用する場合等）は、その措置に要する費用の実費を請求します。尚、
通常の搬入出の場合は、費用請求しません。

サービスを完結した日より2年間保存



損害保険ジャパン株式会社

ウォームハート保険

介護保険法に関する事業活動におけるリスクを包括的に補償

日建リース工業株式会社



茅野 裕介 047‐710-6591

大阪府門真市大字門真1048番地

パナソニック エイジフリー株式会社

松戸市岩瀬632‐2

パナソニック エイジフリーショップ松戸中央

茅野 裕介

松戸市岩瀬632‐2

パナソニック エイジフリーショップ松戸中央

047-710-6591 047-710-6647

月～土曜日（祝日、夏季休暇、冬季休暇除く） 午前8:45～午後5:45

茅野 裕介 管理者

松戸市根本387番地の5 本館1階

松戸市 福祉長寿部 介護保険課 松戸市介護保険事務センター

047-366-7067

午前8:30～午後5:00

千葉市稲毛区天台6丁目4番3号

千葉県国保連合会 介護保険課 苦情相談窓口

043-254-7428

午前9:00～午前12：00 午後1:00～午後5:00

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平成２４年１０月２
３日条例第６８号）、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ
ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」（平成２４年１０月２３
日条例第６９号）
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